
八丈町インターネット公有財産売却実施要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、インターネット上でのオークションシステムを利用した

公有財産売却に関し、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)及び地方自治法施

行令(昭和２２年政令第１６号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 
（用語) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 
(1) インターネット公有財産売却 インターネット上でのオークションシス

テムを利用した公有財産売却をいう。 
 (2) システム提供法人 インターネット公有財産売却のシステムを提供する

法人をいう。 
(3) 公有財産売却参加者 インターネット公有財産売却に参加する者をいう。 
(4) 最高価申込者 インターネット公有財産売却の結果、最高価申込者とな

った公有財産売却参加者をいう。 
(5) 売却決定者 公有財産の売却が決定した者をいう。 
(6) 不落札者 公有財産売却参加者のうち、公有財産の売却決定をしなかっ

た者をいう。 
(7) 納付代理人 システム提供法人のうち、公有財産売却参加者からインタ

ーネット公有財産売却に係る入札保証金の納付及び還付に関する代理権を

付与されているものをいう。 
（業務) 

第３条 町は、インターネット公有財産売却を実施するに当たり、公有財産売却

手続以外に次に掲げる業務を行うものとする。 
(1) インターネット公有財産売却実施に関するシステム提供法人との契約締

結に関する業務 
(2) 売却可能な公有財産の選定、掲出及び管理 
(3) インターネット公有財産売却に係る参加申込及び下見会実施及びシステ

ム利用料金支払 
(4) その他インターネット公有財産売却において生じる業務 
（インターネット公有財産売却の適用範囲) 

第４条 町が八丈町財産運用委員会において処分を決定した財産は、インター

ネット公有財産売却の対象とすることができる。ただし、随意契約によるもの

はこの限りでない。 



（公有財産売却参加者) 
第５条 公有財産売却参加者は、インターネット公有財産売却に参加を希望す

る者で、別に定める八丈町インターネット公有財産売却ガイドラインを承認

する者とする。 
（入札及び開札) 

第６条 インターネット公有財産売却は、期間を定めて行うものとする。 
２ インターネット公有財産売却の方法は、入札又はせり売りとする。 
３ 前項の方法は、売却する公有財産の性質等を考慮し売却する公有財産ごと

に決定する。 
４ 入札又はせり売りの締切り後に、入札又はせり売りの結果を町長が確認す

ることをもって、開札したものとみなす。 
５ 入札又はせり売りの終了の告知は、インターネット公有財産売却システム

に最高価申込者の情報並びに入札金額を掲示することにより行うものとする。 
（入札保証金の徴収) 

第７条 町は、入札保証金を徴収するものとする。 
（入札保証金の納付方法) 

第８条 入札保証金は、公有財産売却参加者が町に直接納付する場合を除き、納

付代理人が納付し、又は町に代わって公有財産売却参加者に還付するものと

する。 
第９条 公有財産売却参加者は、インターネット公有財産売却のシステムを介

し、クレジットカードを利用して、入札保証金を納付代理人に納付するものと

する。ただし、当該入札保証金を町に直接納付する場合は、町は、第１２条の

規定に基づき受け入れるものとする。 
（入札保証金の納付猶予) 

第１０条 公有財産売却参加者が、次の各号のいずれにも該当している場合は、

インターネット公有財産売却開始前に納付代理人が行う入札保証金の納付に

ついては、最高価申込者を決定するまで、又はインターネット公有財産売却を

中止するまでの間はその納付を猶予する。 
(1) 公有財産売却参加者が、入札保証金の納付を自己名義のクレジットカー

ドによる決済としてインターネット公有財産売却に参加していること。 
(2) 納付代理人が、公有財産売却参加者の入札保証金に相当するクレジット

カード売上承認によるカード与信枠を取得している事実を確認し、そのこと

を町長に通知していること。 
（納付を猶予した入札保証金の取扱) 

第１１条 売却決定者の入札保証金については、インターネット公有財産売却

終了後に納付代理人が速やかに納付するものとする。 



２ 前項に規定する者を除く公有財産売却参加者の入札保証金については、納

付を免除する。 
３ インターネット公有財産売却を中止した場合は、全ての公有財産売却参加

者の入札保証金について納付を免除する。 
（公有財産売却代金等の受入) 

第１２条 公有財産売却代金及び入札保証金の受入は、入札保証金納付書及び

買受代金納付書による納付又は町の指定金融機関の会計管理者名口座への振

込によるものとする。 
（買受代金への充当) 

第１３条 売却決定者の入札保証金は、公有財産売却代金に充当する。 
（不落札者への入札保証金の返還) 

第１４条 入札保証金のうち、不落札者が町に直接納付したものは、当該不落札

者から受領した公有財産売却入札申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替

依頼書により速やかに返還する。 
（その他) 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
附 則 

この要綱は、令和 4 年 7 月１１日から施行する。 


